
 

船舶事故調査報告書 

令和２年１１月４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年１月１０日 １４時３５分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋港東航路南口沖 

 伊勢湾灯標から真方位２９１°１.８海里付近 

 （概位 北緯３４°５６.９′ 東経１３６°４５.５′） 

事故の概要 漁船新栄
しんえい

丸は、操業をしながら北北西進中、錨泊中のコンテナ船公
こう

龍
りゅう

丸に衝突した。 

事故調査の経過 令和２年２月１３日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ コンテナ船 公龍丸、７４９トン 

１４１３９９、山九株式会社（船舶所有者）、親和海運株式会

社（船舶借入人） 

Ｂ 漁船 新栄丸、９.７トン 

ＡＣ２－３６４５（漁船登録番号）、個人所有 

第２４０－５１１１８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ、三級（航海） 

船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船尾部外板及び左舷船尾部居住区甲板に凹損及び擦過傷 

Ｂ 船首部外板に破損、櫓に凹損及び曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約６m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 微弱な北北

東流 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、船首を北西に向けて錨泊して

いた。 

船長Ａは、船橋で停泊当直を行い、レーダーを監視しながら周囲に

操業中の漁船数隻を確認し、Ｂ船がＡ船の左舷方至近を操業しながら

頻繁に往復して通過するのを認めた。 

船長Ａは、ふだん錨泊中に至近を通過する操業船を認めていたの

で、Ｂ船がＡ船を避けて通過すると思い、書類の整理作業等を行って

いたところ、船体に衝撃が起き、Ａ船の船尾部にＢ船の船首部が衝突

したことに気付いた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、貝桁網を引きながら手動操舵で

約４.５ノットの対地速力で北北西進していた。 

船長Ｂは、左舷船首方約１０°約５００ｍに錨泊中のＡ船を視認し

た後、右舷船首方を同航していた僚船１隻が左回頭して引き返したの



 

で、同船を右舷側に避けて通過しようと思い、左舵を取った後、元の

針路に戻し、船尾甲板で漁獲物の選別作業に集中していたところ、衝

撃が起き、Ｂ船の船首部がＡ船に衝突したことに気付いた。 

分析  

 

 Ａ船は、錨泊中、船尾部にＢ船の船首部が衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、貝桁網を引きながら北北西進中、船長Ｂが、左舷船首方の

Ａ船を視認した後、右舷船首方から引き返した僚船１隻を右舷側に避

けて通過しようと左方に向く針路とした後、元の針路に戻したもの

の、船尾甲板で漁獲物の選別作業に集中していたことから、左舷船首

方に錨泊中のＡ船に接近していることに気付かず、Ａ船に衝突したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、Ｂ船が、貝桁網を引きながら北北西進中、船長Ｂが、船

尾甲板で漁獲物の選別作業に集中していたため、左舷船首方に錨泊中

のＡ船に接近していることに気付かず、Ａ船に衝突したものと考えら

れる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操業中の船長は、特定の作業に集中せず、常時、周囲の適切な見

張りを行うこと。 

 


